
實 

相 

院 

だ 

よ 

り 
 
 
 

令
和
六
年
十
二
月 

   
   
   

   
   
   

   
   

百
三
十
九
号

初 
 

詣 

大
晦
日
の
夜
、
皆
さ
ま
に
除
夜
の
鐘
を
打
ち
鳴
ら
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。 

元
旦
０
時
よ
り
元
朝
護
摩
を
厳
修
し
、
令
和
七
年
の

山
内
安
全
、
参
拝
者
の
お
願
い
事
、
家
内
安
全
・
合
格

成
就
・
児
童
安
全
・
等
々
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

お
願
い
事
を
、
添
え
護
摩
木
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。 

宝
暦
、
お
み
く
じ
、
受
験
生
の
方
に
学
業
成
就
の
お

守
り
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。 

年
明
け
と
同
時
に
お
参
り
さ
れ
る
方
へ
手
作
り
の

甘
酒
を
接
待
い
た
し
ま
す
。 

ご
家
族
お
そ
ろ
い
で
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

 年
回
忌 

大
晦
日
よ
り
、
位
牌
堂
の
入
り
口
付
近
に
、
令
和
七

年
の
年
回
忌
表
を
掲
示
し
て
お
り
ま
す
。 

初
詣
の
時
、
ご
先
祖
の
年
回
忌
を
確
認
し
、
一
年
の

計
画
を
お
立
て
く
だ
さ
い
。 

 

  

代
表
総
代
森
田
弘
氏
ご
逝
去 

代
表
総
代
森
田
弘
氏
が
去
る
十
月
二
十
五
日
に
ご

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。 

森
田
弘
総
代
は
昭
和
五
十
二
年
総
代
就
任
以
来
、
お

寺
の
行
事
に
必
ず
参
加
し
、
総
本
山
智
積
院
へ
何
度
も

参
拝
さ
れ
た
信
仰
篤
い
方
で
し
た
。 

本
堂
建
設
、
賢
蔵
院
十
王
堂
、
庫
裏
建
設
、
墓
地
増

設
、
駐
車
場
整
備
、
な
ど
な
ど
境
内
整
備
を
率
先
し
て

企
画
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
功
績
を
し
の
び
、
葬
儀

で
真
言
宗
智
山
派
管
長
の
弔
辞
が
奉
呈
さ
れ
ま
し
た
。 

後
任
の
代
表
総
代
に
遠
藤
茂
氏
、
小
今
戸
地
区
担
当

の
総
代
に
森
田
彪
氏
に
お
願
い
致
し
ま
し
た
。 

護
持
委
員
改
選 

総
会
に
於
い
て
左
記
の
方
々
が
護
持
委
員
に
選
任

さ
れ
ま
し
た
。
左
記
の
方
々
で
實
相
院
を
護
持
し
て
ま

い
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
の
程
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

［
総 

代
］ 

  
 
 

代
表
総
代
・
護
持
会
会
長  

遠 

藤 
 

茂 

 
 
 

 

伊 

藤 

清 

吉 
 

中 

山 

英 

悦 
 

 

鎌 

田 

正 

博 
 

森 

田 
 

彪 

［
会
計
］
伊 

藤 

忠 

一 

［
監
事
］
遠 

藤 

政 

勝 
 

伊 

藤 

孝 

一 

 
 
 
 

鎌 

田 

和 

夫 
［
委
員
］
伊 

藤 

隆 

志 
 

伊 

藤 

誠 

光 
 

遠 

藤 

真 

毅 
 

伊 

藤 

嘉 

和 
中 
道 

 

寛 
 
 

伊 

藤 

比
富
美 

中 

道 
正 

信 
 

伊 

藤 

和 

美 

中 

道 
正 
易 

 

遠 

藤 

勇 

人 

伊 

藤 

祐 
幸 

 

遠 

藤 

健 

悦 

森 

田 

真 

澄 
 

伊 

藤 
 

博 
 

遠 

間 

重 

正 
 

遠 
間 

文 

夫 
 

伊 

藤 

金 

市 
 

中 
山 

二
三
夫 

大 

山 

房 

夫 

護
持
委
員
ご
逝
去
、
退
任 

護
持
委
員
遠
藤
清
太
郎
氏
（
平
成
十
四
年
就
任
）
が

九
月
二
十
八
日
に
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。 

護
持
委
員
鈴
木
信
春
氏
（
平
成
二
十
一
年
就
任
）
が

退
任
さ
れ
ま
し
た
。 

長
き
に
わ
た
り
實
相
院
護
持
に
ご
尽
力
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ご
功
績
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

  ◎ 

護
摩
祈
祷
法
要
は
一
月
二
十
六
日
（
日
曜
日
）
を

予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

◎ 

新
年
の
檀
信
徒
参
加
の
朝
勤
行
は
第
二
日
曜
日
、

一
月
十
二
日
で
す
。
ご
参
加
く
だ
さ
い 


